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フリガナ ハママツ　タロウ

代表者役職 代表取締役社長
代表者名 浜松　太郎 自署しない場合は、

押印してください。
電子申請は押印不要

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付申請書

　浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱第７条の規定に基づき補助金の交付を受けた
いので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１．申請者

フリガナ ハママツコウギョウカブシキガイシャ

法人名 浜松工業株式会社

本社所在地
430-8652

浜松市中央区元城町103-2

資本金 2億5000 万円 常時雇用する従業員数 350 人

業務概要 自動車部品製造

中小企業等
の確認

※右の条件の
いずれかに
該当すること

下記①～⑤のいずれかに☑を入れてください。

チェック 主たる業種 規模（資本金・従業員数）

①製造業、建設業、運輸、その他 3億円以下  300人以下

②卸売業 1億円以下  100人以下

③サービス業 5千万円以下  100人以下

インセンティブ

チェック 下記制度の認定企業は、インセンティブとして補助金上限が40万円となります。

浜松市奨学金返還支援補助金認定企業

２．補助事業の内容及び補助金交付申請額

④小売業 5千万円以下  50人以下

⑤一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で従業員数300人以下

② ダイレクトリクルーティングの利用料 600,000

③ 合同企業説明会の出展料

④ その他（

補助事業の
内容

正社員採用のため、就職情報サイトへ求人情報を掲載し、企業
PR動画を制作して情報発信する。

採用
対象

　新卒者

　中　途

補助対象
経費

※税抜金額で
申請すること

採用活動に伴う経費 金額（税抜）

① 就職情報サイトの求人情報等掲載料 700,000

400,000

事業完了
予定時期

2026 年 10 月頃
※事業完了予定時期とは、補助事業に関する「支払が完了する日」です。
※サイトへの求人掲載期間等ではありません。

補助金交付
申請額

※申請額は
千円未満を
切り捨て

補助金交付申請額の積算 金額

Ａ 補助対象経費①合計金額の1/4（補助率） 175,000

Ｂ 補助対象経費②～④合計金額の1/2（補助率） 300,000

Ｄ 補助上限額（30万円※奨学金返還支援認定企業は40万円） 400,000

Ｄ 補助金交付申請額（BとCで少ない方の額で千円未満を切捨てた額）

Ｃ 補助対象額（ＡとＢの合計） 475,000

自署しない場合は押印が必要です。

※電子申請の場合は押印不要です。

基本金か従業員数の

いずれか該当すること。

認定企業は必ず☑を

入れてください。

補助対象経費の

30万円か40万



(1)収支計画書（第２号様式）

(2)登記事項証明書（商業・法人登記）

(3)補助事業の内容及び金額が確認できる書類（見積書、料金表の写し等）

(4)特別徴収義務者指定通知書の写し、又は未実施理由書（第３号様式）

(5)市税の徴収の猶予もしくは換価の猶予を受けている場合、市長名義の市税徴収猶予承認通知書の写し等

 (6)浜松就職・転職ナビ「JOBはま！」に掲載した正社員求人掲載画面の写し

本社は市内にある。

本社は市外だが、就業場所を市内に限定した正社員の求人を行っている。

市税を完納している。

３．要件等確認事項

確認欄 下記要件をご確認いただき、確認欄に☑を記入、また枠内に2つある箇所はどちらかに☑を記入

浜松市中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱を確認した。

市内に正社員を勤務させる事業所を有している。

政治団体や宗教団体ではない。

労働基準法、職業安定法その他労働関係法令をはじめとした法令に重大な違反はない。

市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている。

市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されている。

特別徴収義務者として指定されていないことについて正当な理由がある。

メールアドレス

５．添付書類

(7)本社が市外の場合、就業場所を市内に限定した正社員の求人を行っていることを証する書類
　（求人が掲載されている冊子又はホームページの写し等）

事業後、市からのアンケートに協力します。

４．申請担当者

本申請の
担当者

肩書・氏名

部署 電話

浜松就職・転職ナビ「ＪＯＢはま！」に登録し、正社員を募集している。

暴力団排除に関する下記の事項について誓約します。
次に揚げる者のいずれにも該当しません。
(1)暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成24年浜松市条例第81号。以下「条例という。）
　第２条第１号に規定する暴力団をいう。）
(2)暴力団員等（条例第２条第４項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）
(3)暴力団員等の密接な関係を有する者
(4)前３号に揚げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは
　監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人
　その他の団体
浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを
承諾します。

市において、申請事業者の市税の納付、納入状況などについて確認することに同意します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」
又は「接客業務受託営業」を行う者ではない。

JOBはま！で
確認してください。


